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事後審査型制限付き一般競争入札共通事項  

（特定建設工事共同企業体用） 

 

１  特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）の構成員として入札に参加

できる者に必要な資格要件 

 (1) 地方自治法施行令 (昭和２２年政令第１６号 )（以下「自治令」という。）第１６７

条の４第１項の規定に該当していないこと。  

 (2) 自治令第１６７条の４第２項の規定に基づく宇都宮市の入札参加制限を受けてい

ないこと。 

 (3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなさ

れていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の

申立てがなされていない者であること。  

   ただし，手続開始の決定後，宇都宮市長が別に定める入札参加資格の再認定を受け

た者は除く。 

 (4) 宇都宮市入札参加停止等措置要領に基づく入札参加保留または入札参加停止期間

中でないこと。 

 

２ 入札手続 

 (1) 事後審査型制限付き一般競争入札に参加を希望する者は，あらかじめ，次により

関係書類を提出することとする。  

  ① 提出書類 

   ・特定建設工事入札参加資格審査申請書及び特定建設工事共同企業体協定書（以下

「参加申請書」という。） 

・参加申請書の配布は，電子入札システムからのダウンロードを原則とし，企業総

務課窓口での配布は行わない。  

  ② 提出場所 

   ・場所：宇都宮市上下水道局企業総務課（２階） 

   ・提出書類は持参とし，郵送又は電送によるものは受け付けしない。 

 (2) 入札は公告で指定された入札方法によるものとする。 

(3) 指定された提出期限までに，公告で指定された送付方法により代表者が入札書を

提出すること。 

 

３ 入札参加資格の確認等 

 (1) 入札参加資格確認手続 

   開札後に，落札者とするための入札参加資格の確認を行うので，落札候補者は，次

により，入札参加資格確認の審査を受けなければならない。  

  ① 入札参加資格確認書類 

・ 事後審査型制限付き一般競争入札参加資格要件確認申請書  

・ 事後審査型制限付き一般競争入札参加資格要件確認申請書により求められてい

る書類 

  ② 入札参加資格確認書類の交付 

    入札参加資格確認申請書は，電子入札システムからダウンロードを原則とし，企

業総務課窓口での交付は行わない。 

(2) 入札参加資格確認書類（以下「確認書類」という。）の提出期限及び提出方法  
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  ① 提出期限   

    確認書類の提出を求められた日の翌日から起算して２日以内（市の休日を除

く。）とする。 

  ② 提出方法 

    「事後審査型制限付き一般競争入札参加資格要件確認申請書」については，電子

入札システムにより提出すること。なお，「事後審査型制限付き一般競争入札参加

資格要件確認申請書により求められている書類」について，電子入札システムから

の提出ができない場合は，宇都宮市上下水道局企業総務課（２階）へ持参し提出す

ること。郵送又は電送によるものは受け付けない。  

 (3) 入札参加資格の確認に基づく落札の可否については，確認書類が提出された日の

翌日から原則２日以内（市の休日を除く。）に通知する。  

 (4) 落札候補者は，入札参加資格を有すると認められなかった場合は，前号の通知を

受けた日の翌日から２日以内（市の休日を除く。）に，その理由について書面で問い

合わせることができる。 

 (5) 落札候補者が提出期限内に第１号に定める確認書類を提出しないときは，当該落

札候補者のした入札は効力を失う。  

 

４ 入札の無効 

   次に掲げるものに該当する場合は，当該入札者の入札を無効とする。  

① 代表者以外の者が入札書を送付したとき 

② 入札書とともに提出する工事費内訳書に，共同企業体名，代表者の名称（社名） 

及び代表者の記名のない入札  

 

５ 特定建設工事共同企業体の取扱い  

(1)  複数の落札者となることができない「取り抜け方式（近接工事，分離・分割工事  

・同日同工種工事）」においては，入札参加形態が，以下のいずれの場合であって  

も，特定建設工事共同企業体の代表者及び構成員も取り抜け方式の対象とする。  

 なお，同日同工種工事については，入札方式または総合評価落札方式における評  

価方式が異なる場合には取り抜けの対象としない。  

①  特定建設工事共同企業体と特定建設工事共同企業体の工事  

②  単体と特定建設工事共同企業体の工事  

(2)  別に入札条件を付している場合には，この限りではない。  

 

６ その他  

  この共通事項に定めるもののほか必要な事項は，公告で示した入札方法の共通事項と

する。 

 


